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社会福祉法人指導監査要綱の制定について

社会福祉事業の実施を目的に設立される社会福祉法人（以下「法人という。）の指導監

査については、これまで「社会福祉法人監査指導要綱の制定について」（昭和５４年５月

１６日社庶第５７号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知。以下「旧要綱」という。）

により行われてきたところでありますが、今般、「社会福祉の増進のための社会福祉事業

法等の一部を改正する等の法律」（平成１２年法律第１１１号）の公布・施行、「社会福祉

法人の認可について」（平成１２年１２月１日障第８９０号・社援第２６１８号・老発第

７９４号・児発第９０８号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健

福祉局長、児童家庭局長連名通知）等関係通知の改正等を踏まえ、法人の指導監査の指針

として別添のとおり社会福祉法人指導監査要綱を制定いたしましたので、法人の適正な運

営を確保する観点から本要綱に基づき適切に指導監査を行っていただくようお願いいたし

ます。

なお、指導監査を行うに際しては、下記の事項について御留意いただくよう併せてお願



いいたします。

また、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第１項及び第

３項の規定に基づく都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）が法定受託事務を処理

するに当たりよるべき基準として発出するものであり、当該通知の施行に伴い、旧要綱は

廃止する旨を併せて申し添えます。

記

１ 指導監査の目的

法人に対する指導監査は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）

第５６条第１項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての

指導監査事項について指導監査を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉

事業の経営の確保を図るものであること。

２ 指導監査の実施等

(１) 指導監査の実施に当たっては、指導監査の方針、実施時期及び具体的方法等につい

て指導監査の実施計画を策定した上で、別添の「社会福祉法人指導監査要綱」に基づ

き、効果的な指導監査の実施に努められたい。

なお、実施計画を策定するに当たっては、行政運営の方針、前回の指導監査の結果

等を勘案してその効果的実施について十分留意すること。

(２) 法人運営と施設又は事業（以下「施設等」という。）の運営は相互に密接な関係を

有するものであることから、法人の指導監査は、施設等の指導監査における指摘事項

を把握した上で実施することが望ましいこと。特に、指定都市又は中核市においても

施設等を経営している道府県所管法人に対する指導監査に当たっては、施設等の指導

監査を担当する指定都市・中核市と法人の指導を担当する道府県が十分連携を取りな

がら指導監査を実施することが望ましいこと。 また、市が法人に対する指導監査を

行う場合も、施設等の指導監査を担当する都道府県と十分連携を取りながら指導監査

を実施することが望ましいこと。

(３) 指導監査は、一般監査と特別監査とする。一般監査については、実地において行う

ものとし、以下のいずれも満たす法人については、一般監査を２年に１回とすること。



ア 法人本部の運営について法及び関係法令・通知（法人に係るものに限る）に照ら

し、特に大きな問題が認められない。

イ 当該法人が経営する施設など社会福祉事業等について、施設基準・運営費や報酬

の請求等に特に大きな問題が認められない。

(４) さらに、（３）のア、イに関して問題が認められない法人が外部監査を活用した場

合において、その結果等に基づき法人の財務状況の透明性・適正性が確保されている

と所轄庁が判断するとき、又は、当該法人において苦情解決への取組が適切に行われ

ており、かつ、以下のいずれかの内容に積極的に取り組むことにより、良質かつ適切

な福祉サービスを提供するよう努めていると所轄庁が判断するときにおいては、一般

監査を４年に１回として差し支えないこと。

ア 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービ

スの質の向上に努めている。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価

を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して所轄庁が認めるものに限る。

なお、ＩＳＯ９００１の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に取

り扱って差し支えない。

イ 地域社会に開かれた事業運営が行われている。（福祉関係養成校等の研修生の受

入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極

的に行われている）

ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。

(５) 法人の運営等に問題が発生した場合、又は通報、現況報告書の確認の結果等でその

おそれがあると認められる場合は、(３)及び(４)の取扱いによらず随時指導監査を実

施すること。

(６) 新たに設立された法人については、設立年度又は次年度の早期に指導監査を実施す

ること。なお、この場合、施設整備を伴うものについては、施設整備担当部局と十分

な連携の上実施すること。

(７) 特別監査については実地において行うものとし、運営等に重大な問題を有する法人

を主な対象として随時実施すること。指導監査によって重大な問題が認められた法人

並びに不祥事の発生した法人に対しては、改善が図られるまで重点的かつ継続的に指

導監査を実施すること。

(８) 指導監査の結果、改善を要する事項については、改善措置を文書をもって指導する



こと。また、具体的改善措置について期限を付して報告させ、必要がある場合には、

改善状況について確認のための再調査を実施すること。

(９) (８)の指導に係る事項について改善が図られない場合は、個々の事例に応じ、法第

５６条又は第５８条の規定により改善を命ずる等所要の措置を講ずること。

(10) さらに、法令違反などが明らかになった場合は、法第５６条第２項から第４項まで

の規定に基づく業務の全部又は一部の停止、理事の解職勧告、解散命令等も検討の上、

適切な改善措置を速やかに実施すること。

(11) 指導監査結果の開示は、法人運営の適正化のみでなく、利用者の立場に立った質の

高いサービスの提供に資することも目的としていることを踏まえ、各都道府県市の情

報公開条例に基づく開示請求に対しても積極的に閲覧を可能としておく体制を整える

ことが望ましいこと。

３ 他機関等との連携

(１) 法人が複数の都道府県市に施設等を経営している場合については、施設等の指導監

査を実施した都道府県知事等は、当該法人が経営する他の施設等について関係する都

道府県市及び厚生労働省（地方厚生局を含む。)に対し、指導監査結果の情報提供に

努めること｡

(２) 衛生部（局）等の他部（局）の監督下にある施設を経営する法人の指導監査に当た

っては、当該部局等との連携を図る体制を整えて実施するとともに、指導監査内容に

ついて必要な情報の交換に努めること。

４ 指導監査結果の報告

都道府県、指定都市及び中核市が実施した各年度の指導監査結果（都道府県にあって

は、管内市（指定都市及び中核市を除く。）が実施した指導監査結果を含む。）について

は、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課に報告すること。


